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大
宝
令
復
原
考
証
三
題

坂

上

康

イ変

は
じ
め
に

仁
井
厨
陸
氏
の
名
著
『
唐
令
拾
遺
』
（
一
九
三
三
年
、
東
方
文
化
学
院
刊
。
一
九
六
四
年
、
東
京
大
学
出
版
会
復
刊
）
を
補
訂
し
、

唐
令
の
復
原
研
究
の
成
果
の
現
段
階
を
示
す
べ
く
、
池
田
温
氏
が
中
心
に
な
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
唐
令
拾
遺
補
』
が
、
漸
く
刊
行
さ

れ
た
。
本
書
に
は
、
唐
永
徴
令
を
藍
本
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
大
宝
令
の
復
原
を
も
盛
り
込
む
こ
と
と
な
り
、
高
塩
博
・
古
瀬
奈
津
子

両
氏
と
と
も
に
筆
者
も
こ
の
作
業
に
従
事
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。
た
だ
本
書
は
あ
く
ま
で
も
唐
令
の
復
原
を
中
心
と
し
て
纏
め

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
大
宝
令
の
復
原
に
つ
い
て
の
細
か
な
検
討
は
、
十
分
に
こ
れ
を
盛
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
遺

憾
に
思
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
機
会
に
、
本
書
に
お
い
て
は
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
大
宝
令
復
原
作
業
上
の
細
か
な
、
し
か

し
揺
る
が
せ
に
は
で
き
な
い
三
つ
の
問
題
に
つ
い
て
の
卑
見
を
提
示
し
、
も
っ
て
『
唐
令
拾
遺
補
』
第
三
部
の
補
足
に
充
て
よ
う
と

思
う
。
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篇
目
名
の
復
原
を
め
ぐ
っ
て

大
宝
令
に
は
ど
う
い
う
篇
目
が
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
関
す
る
研
究
は
、
大
要
以
下
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。

ま
ず
、
『
令
集
解
』
古
記
そ
の
他
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
養
老
令
で
職
員
令
、
選
叙
令
、
考
課
令
と
呼
ば
れ
て
い
る
篇
目
は
、
大
宝
令

で
は
そ
れ
ぞ
れ
官
員
令
、
選
任
令
、
考
仕
令
と
名
付
げ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
は
既
に
周
知
の
こ
と
と
称
し
て
構
わ
な

い
で
あ
ろ
う
。
研
究
は
こ
の
改
称
の
理
由
を
問
う
と
い
う
方
向
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
こ
れ
以
外
の
篇
目
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
か
つ
て
は
殆
ど
注
意
が
払
わ
れ
て
お
ら
ず
、

職
員
令
が
官
員
令
で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は
後
宮
職
員
令
、
東
宮
職
員
令
、
家
令
職
員
令
は
、
そ
れ
ぞ
れ
後
宮
官
員
令
、

東
宮
官
員
令
、
家
令
官
員
令
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
程
度
の
推
測
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
以
下
に
述
べ
る
三
つ
の
史
料
の
提
供
が
、
こ
う
い
っ
た
状
況
に
衝
撃
を
あ
た
え
た
。
一
つ
は
唐
招
提
寺
で
発
見
さ
れ
た

い
わ
ゆ
る
「
古
本
令
私
記
断
簡
」
に
お
け
る
関
市
令
注
釈
冒
頭
の
「

U
第
十
八
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
の
記
述
の
直
前
に
は
養

老
令
で
は
営
繕
令
に
含
ま
れ
て
い
る
条
文
の
語
句
に
つ
い
て
の
注
釈
が
記
さ
れ
て
い
る
。
養
老
令
の
篇
目
順
で
は
営
繕
令
は
第
二
十

番
目
、
関
市
令
は
第
二
十
七
番
目
で
あ
る
が
、
も
し
も
「
古
本
令
私
記
断
簡
」
が
大
宝
令
の
注
釈
書
で
あ
る
な
ら
ば
、
大
宝
令
で
は

営
繕
令
が
第
十
七
番
目
以
前
、
関
市
令
は
第
十
八
番
目
の
篇
目
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
養
老
令
の
篇
目
順
と
は
大
い
に
異
な
っ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
但
し
問
題
の
「
古
本
令
私
記
断
簡
」
が
大
宝
令
の
注
釈
書
で
あ
る
か
ど
う
か
、
異
論
も
提
出
さ
れ
て
い
る
（
次
節

参
照
）
。

第
二
番
目
の
史
料
は
、
平
城
宮
出
土
木
簡
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
た
「
医
疾
第
十
九
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
養
老
令
の
篇
目
順
で

は
医
疾
令
は
第
二
十
四
番
目
で
あ
る
の
で
、
も
し
も
乙
の
木
簡
の
記
載
が
大
宝
令
に
忠
実
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
養
老
令
と
大
宝
令

と
は
、
か
な
り
違
う
篇
目
順
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は
篇
目
名
そ
の
も
の
に
対
し
て
も
、
安
易
に
養
老
令
を
遡
ら



せ
る
こ
と
の
な
い
慎
重
な
姿
勢
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。

そ
し
て
こ
の
危
慎
を
更
に
重
大
に
意
識
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
石
上
英
一
氏
に
よ
る
『
清
原
宣
賢
式
目
抄
』
（
『
中
世

法
制
史
料
集
』
別
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
）
で
の
大
宝
令
に
つ
い
て
の
記
述
「
令
十
一
巻
廿
八
篇
」
の
紹
介
で
あ
っ
た
。
清

原
家
は
明
法
家
と
し
て
著
名
な
存
在
で
あ
り
、
養
老
令
の
篇
目
数
が
三
十
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
つ
つ
、
そ
れ
と
の
対
比
の
上
で
古

令
す
な
わ
ち
大
宝
令
の
篇
目
数
を
二
十
八
と
す
る
所
伝
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
記
述
に
は
相
当
の
信
頼
性
が
備
わ
っ
て
い

る
と
い
う
判
断
の
も
と
、
二
十
八
の
篇
目
名
を
ど
う
考
え
る
か
、
そ
し
て
そ
の
配
列
は
い
か
に
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
が
検
討
の
組

上
に
登
る
こ
と
と
な
っ
た
。
配
列
の
問
題
は
次
節
に
譲
り
、
先
ず
は
大
宝
令
の
二
十
八
の
篇
目
名
の
確
定
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ

ょ
う
。こ

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
に
二
つ
の
試
案
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
『
清
原
宣
賢
式
目
抄
』
の
問
題
の
記
述
を
発

見
紹
介
し
た
石
上
英
一
氏
の
も
の
で
、
氏
は
具
体
的
に
二
十
八
の
篇
目
を
埋
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
養
老
令
の
職
員
令
に
当

た
る
と
考
え
ら
れ
る
大
宝
官
員
令
が
、
養
老
令
で
は
別
の
篇
目
に
な
っ
て
い
る
官
位
令
に
相
当
す
る
条
文
を
包
含
し
て
い
た
可
能
性

を
挙
げ
た
。
そ
の
根
拠
は
、
『
令
集
解
』
（
異
質
）
巻
一
官
位
令
に
引
か
れ
て
い
る
神
亀
五
年
の
外
五
位
制
改
定
の
格
文
に
、
大
宝
令

の
官
員
令
に
外
位
の
規
定
が
存
し
た
こ
と
を
示
す
部
分
が
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
大
宝
令
で
は
官
員
令
と
い
う
篇
目
の
中
に
養

老
令
の
官
位
令
に
対
応
す
る
条
文
が
含
ま
れ
て
い
た
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
敷
街
す
れ
ば
大
宝
令
で
は
養
老
令
の
官
位
・

職
員
の
両
令
が
一
つ
の
篇
目
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
官
員
令
と
呼
ば
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
養
老
令
の
篇
目
名
を
一

つ
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
石
上
氏
は
そ
う
と
明
快
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
た
だ
単
に
外
位
の
規

定
が
大
宝
令
の
官
員
令
に
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
外
位
の
規
定
だ
け
が
官
員
令
に
含
ま
れ
て
い

て
、
内
位
の
方
は
大
宝
の
官
位
令
を
構
成
し
て
い
た
、
と
い
う
想
定
は
あ
ま
り
に
も
奇
異
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
必
然
性
、
論
理
的

整
合
性
も
見
い
だ
し
得
な
い
の
で
、
石
上
氏
の
想
定
は
結
局
は
大
宝
令
に
お
け
る
官
位
令
の
不
在
と
、
大
宝
官
員
令
の
な
か
に
養
老
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四

令
で
は
官
位
・
宮
員
の
両
令
に
含
ま
れ
て
い
る
内
容
が
包
含
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
可
能
性
と
し
て
提
唱
し
た
も
の
と
受
け

取
っ
て
構
わ
な
い
も
の
と
考
え
る
。

も
う
一
つ
の
試
案
は
榎
本
淳
一
氏
に
よ
る
も
の
で
、
氏
は
石
上
氏
の
研
究
を
受
け
止
め
な
が
ら
具
体
的
に
大
宝
令
の
二
十
八
の
篇

目
名
を
埋
め
て
み
よ
う
と
し
た
。
そ
の
要
点
を
撞
い
摘
ん
で
紹
介
す
る
と
、
『
令
集
解
』
古
記
や
東
南
院
文
書
な
ど
の
大
宝
令
制
下
の

史
料
に
よ
っ
て
、
大
宝
令
に
確
実
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
篇
目
名
を
挙
げ
て
い
っ
た
場
合
、
現
存
の
史
料
で
は
存
在
が
確
認
で

き
な
い
篇
目
名
が
幾
つ
か
あ
る
。
ま
ず
宮
衛
令
は
見
い
だ
せ
な
い
し
、
ま
た
東
宮
・
家
令
の
両
官
員
令
に
つ
い
て
も
、
確
実
と
は
言

え
な
い
。
そ
こ
で
更
に
精
細
に
検
討
し
て
い
く
と
、
養
老
令
で
は
宮
衛
令
に
含
ま
れ
て
い
る
条
文
の
一
つ
（
4
開
閉
門
条
）
が
大
宝

令
で
は
軍
防
令
に
含
ま
れ
て
い
る
か
の
知
く
に
古
記
が
引
用
し
て
い
る
事
例
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
永
徽
令
に
お
け
る
宮
衛
令

と
い
う
篇
目
の
存
否
は
不
明
で
あ
る
が
、
惰
の
開
皇
令
で
は
宮
衛
令
は
軍
防
令
と
同
一
の
篇
目
（
宮
衛
軍
防
令
）
に
な
っ
て
い
た
こ

と
も
参
照
し
な
が
ら
、
都
城
制
や
衛
府
制
の
発
達
に
つ
い
て
も
考
慮
す
れ
ば
、
大
宝
令
で
は
宮
衛
と
軍
防
の
両
令
は
一
つ
の
篇
目
に

ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
軍
防
令
と
称
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
先
、

池
田
温
氏
は
敦
煙
発
見
の
永
徴
の
東
宮
諸
府
職
員
令
や
『
唐
六
典
』
に
記
さ
れ
て
い
る
開
元
七
年
令
の
篇
目
名
「
東
宮
王
府
職
員
令
」

を
参
照
す
れ
ば
、
大
宝
令
に
お
い
て
は
養
老
令
の
東
宮
職
員
令
と
家
令
職
員
令
と
が
合
わ
さ
っ
て
一
つ
の
篇
目
に
な
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
養
老
令
の
篇
目
数
か
ら
二
つ
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
、
『
清
原
宣
賢
式

目
抄
』
の
記
述
と
合
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
が
榎
本
説
の
骨
子
で
あ
る
。

筆
者
ら
が
大
宝
令
の
復
原
を
目
指
し
て
い
た
当
時
提
出
さ
れ
て
い
た
大
宝
令
の
篇
目
名
の
全
体
像
に
関
わ
る
仮
説
は
以
上
の
こ
つ

で
あ
り
、
そ
れ
は
今
で
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
二
つ
の
仮
説
そ
れ
ぞ
れ
の
当
否
を
検
討
す
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
結
論

的
に
は
言
え
ば
石
上
説
に
は
無
理
が
あ
り
、
榎
本
説
の
方
が
断
然
有
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
理
由
を
述
べ
て
み
よ

〉フ。



ま
ず
神
亀
五
年
の
外
位
制
改
定
の
記
事
の
中
に
現
れ
る
官
位
（
官
員
）
令
に
つ
い
て
は
、
最
も
正
統
的
な
取
り
組
み
方
と
し
て
、

写
本
の
系
統
に
よ
る
優
劣
の
検
討
と
い
う
方
法
が
あ
る
。
問
題
の
格
は
『
類
緊
三
代
格
』
巻
五
と
『
令
集
解
』
（
異
質
）
巻
一
と
に
採

録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
問
題
の
部
分
だ
げ
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
国
史
大
系
本
『
類
衆
三
代
格
』
巻
五
の
方
で
は
、

太
政
官
謹
奏

内
外
五
位
不
合
同
等
事

右
謹
案
官
位
令
、
外
名
之
興
者
、
自
正
五
位
上
階
、
（
中
略
）
又
拠
選
叙
令
云
、
凡
内
外
五
位
以
上
勅
授
者
、
（
下
略
）

と
あ
る
。
こ
こ
の
部
分
は
東
山
御
文
庫
御
所
蔵
本
す
な
わ
ち
金
沢
文
庫
旧
蔵
本
を
底
本
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
は
文
永
三
年
北
保
実

時
の
奥
書
が
あ
っ
て
、
『
類
爽
三
代
格
』
の
写
本
と
し
て
は
現
存
最
古
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
頭
注
に
よ
れ
ば
「
官
位
令
」
の
「
位
」

に
つ
い
て
は
、
前
田
侯
爵
家
所
蔵
の
『
類
衆
三
代
格
』
写
本
（
享
禄
元
年
の
三
条
西
公
僚
の
奥
書
が
あ
る
）
が
校
勘
に
用
い
た
写
本

に
は
「
員
」
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
由
緒
の
正
し
さ
か
ら
言
え
ば
、
「
佐
」
の
方
が
断
然
優
位
で
あ
ろ

う
。
も
っ
と
も
神
亀
五
年
の
段
階
で
現
行
法
で
あ
っ
た
大
宝
令
で
は
、
先
述
の
よ
う
に
養
老
令
の
「
選
叙
令
」
は
「
選
任
令
」
で
あ

っ
た
筈
な
の
で
、
こ
の
太
政
官
奏
は
そ
の
ま
ま
当
時
の
も
の
と
考
え
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
、
弘
仁
格
撰
進
の
際
に
現
行
法

の
篇
目
名
称
に
変
更
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
が
生
じ
な
い
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
慶
雲
二
年
四
月
一
七
日
の
中
納
言

を
設
置
し
た
際
の
勅
旨
（
『
類
衆
三
代
格
』
巻
四
、
一
五
一
頁
。
『
令
集
解
』
職
員
令
2
太
政
官
条
古
記
四
五
頁
七
行
。
以
下
、
必
／

7
の
よ
う
に
表
記
す
る
）
で
は
、
当
時
の
現
行
法
の
用
語
を
踏
襲
し
て
「
官
員
令
」
と
引
い
て
い
る
の
で
、
そ
う
い
っ
た
想
定
は
成

立
困
難
で
あ
る
。
「
選
叙
令
」
は
「
選
任
令
」
を
単
純
に
誤
写
し
た
も
の
と
考
え
て
良
い
。
し
か
し
か
か
る
誤
写
が
あ
る
の
だ
か
ら
、

「
官
員
令
」
を
「
官
位
令
」
と
誤
写
し
た
可
能
性
も
無
い
と
は
言
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
一
方
、
国
史
大
系
本
『
令
集
解
』
（
異
質
）
巻
一
官
位
令
正
五
位
の
項
で
は
、
同
じ
格
を
次
の
よ
う
に
引
い
て
い
る
。

神
亀
五
年
三
月
二
十
八
日
格
云
。
内
外
五
位
不
合
同
等
事
。
右
謹
案
官
員
令
、
外
名
之
興
者
、
自
正
五
位
上
階
、
（
中
略
）
又
拠

大
宝
令
復
原
考
証
三
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選
叙
令
云
、
凡
内
外
五
位
以
上
勅
授
、
（
下
略
）

こ
の
巻
の
底
本
は
田
中
忠
三
郎
所
蔵
金
沢
文
庫
本
転
写
一
本
で
あ
り
、
写
本
と
し
て
の
由
緒
は
一
見
高
そ
う
に
見
え
る
。
し
か
し

頭
注
に
よ
れ
ば
「
選
叙
令
」
に
つ
い
て
は
底
本
で
は
「
叙
位
令
」
と
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
弘
仁
格
な
り
『
類
粟
三
代
格
』
な
り
の

引
用
な
い
し
転
写
の
過
程
の
ど
こ
か
で
、
凡
そ
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
誤
り
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
「
官

員
令
」
の
方
も
、
相
当
疑
つ
で
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
う
。
な
お
『
令
集
解
」
古
記
そ
の
他
の
史
料
に
大
宝
令
制
下
の
官

位
令
を
引
い
て
い
る
も
の
が
あ
る
（
花
／
2
〈
た
だ
し
直
後
に
「
職
員
令
」
の
語
が
あ
り
、
こ
こ
の
古
記
に
は
明
ら
か
に
誤
写
が
含

ま
れ
て
い
る
V
、
間
／
3
、
山
／
6
、
叩
／
8
）
。
引
か
れ
て
い
る
限
り
の
内
容
は
官
位
相
当
の
規
定
で
あ
る
と
み
て
良
く
、
こ
の
点

養
老
令
の
官
位
令
と
変
わ
り
が
な
い
。
一
方
同
様
に
『
令
集
解
』
古
記
な
ど
が
引
く
官
員
令
を
見
る
限
り
で
は
、
内
容
は
養
老
令
の

職
員
令
と
変
わ
り
が
な
い
。
こ
の
点
先
に
挙
げ
た
神
亀
五
年
格
を
引
く
史
料
の
み
が
孤
立
し
て
い
る
観
は
否
め
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
『
令
集
解
』
の
世
界
、
『
類
康
三
代
格
』
の
世
界
を
見
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
大
宝
令
で
は
養
老
令
の
官
位
令
と
職

員
令
と
が
一
緒
に
な
っ
て
い
て
官
員
令
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
石
上
英
一
氏
の
仮
説
は
、
か
な
り
成
立
の
可
能
性

が
小
さ
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
右
に
も
若
干
記
し
た
よ
う
に
、
写
本
に
よ
っ
て
文
字
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
り
、
そ
の
系
統
を

追
う
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
が
で
き
る
と
い
う
史
料
状
況
で
は
な
い
と
い
う
現
況
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は

別
の
側
面
か
ら
石
上
氏
の
仮
説
は
成
り
立
ち
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
こ
う
と
思
う
。

石
上
氏
の
仮
説
で
最
も
大
き
な
問
題
は
、
大
宝
令
で
は
官
位
令
が
官
員
令
と
一
緒
に
な
っ
て
い
た
と
仮
定
し
た
場
合
の
、
他
の
篇

目
と
の
関
係
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
養
老
令
で
は
官
位
令
の
中
に
東
宮
官
と
家
令
の
官
位
相
当
も
入
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
も
し
も
官
員
令
の
中
に
官
位
令
の
内
容
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
当
然
東
宮
官
及
び
家
令
の
職
掌
規
定
も
、
官
位
令

の
内
容
を
も
含
み
込
ん
だ
大
宝
官
員
令
に
含
ま
れ
て
い
た
と
す
る
か
、
も
し
く
は
東
宮
・
家
令
の
職
掌
規
定
は
そ
も
そ
も
大
宝
令
に



は
な
か
っ
た
と
で
も
想
定
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
官
位
令
の
内
容
を
分
割
し
て
、
一
般
官
人
の
職
掌
と
そ
の
官
位

相
当
規
定
の
み
を
掲
げ
た
官
員
令
、
東
宮
官
（
も
し
く
は
東
宮
官
と
家
令
）
の
職
掌
と
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
官
員
の
官
位
相
当
規

定
の
み
を
掲
げ
た
東
宮
（
も
し
く
は
東
宮
家
令
）
官
員
令
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
ど
う
か
と
い
っ
た
よ
う
に
、
単
な
る
数
合
わ
せ
な
ら

ば
幾
通
り
か
の
可
能
性
が
挙
げ
ら
れ
な
い
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
大
宝
令
制
下
に
東
宮
官
と
家
令
と
が
事
実
と
し
て
存
在
し
、
ま
た

少
な
く
と
も
東
宮
官
に
つ
い
て
は
大
宝
令
に
お
け
る
職
掌
規
定
の
逸
文
が
存
在
す
る
と
い
う
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
東
宮
官
・
家
令

の
官
位
相
当
規
定
を
一
般
の
官
人
の
官
位
相
当
規
定
と
は
別
篇
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
も
そ
も
乙
う
い
っ
た
官
位
相
当

の
一
覧
表
を
官
頭
に
持
っ
て
く
る
意
味
は
、
著
し
く
減
殺
さ
れ
る
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
仮
に
大
宝
の
官
員
令
の
中
に
官
位

相
当
規
定
も
含
ま
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
に
は
東
宮
官
・
家
令
の
官
位
相
当
規
定
と
職
掌
規
定
も
官
員
令
に
含
ま
れ
て
い
た

と
想
定
す
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
結
局
こ
こ
の
編
成
替
え
だ
け
で
養
老
令
は
大
宝
令
よ
り
三
篇
増
え
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
問
題
を
考
え
始
め
た
最
初
の
出
発
点
で
あ
る
、
養
老
令
は
三
十
篇
か
ら
な
る
の
に
大
宝
令
は
二
十
八
編
か

ら
な
る
と
い
う
、
『
清
原
宣
賢
式
目
抄
』
の
記
述
自
体
が
崩
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
念
の
た
め
に
付
言
し
て
お
く
が
、
大
宝
令
に

あ
っ
て
養
老
令
で
削
ら
れ
た
篇
目
と
い
う
も
の
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
大
宝
令
の
篇
目
名
に
か
ん
す
る
石
上
英
一
説
が
成
り
立
ち
が
た
い
と
考
え
る
理
由
を
記
し
た
。
陪
・
唐
令
の
篇
目
の
状
況
を

も
参
照
し
つ
つ
立
論
さ
れ
た
榎
本
説
の
方
が
、
恐
ら
く
正
鵠
を
射
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

篇
目
順
の
復
原
を
め
ぐ
っ
て

大
宝
令
の
篇
目
順
に
関
し
て
は
、
前
節
に
紹
介
し
た
よ
う
な
断
片
的
史
料
を
ど
う
評
価
し
、
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
い
く
か
と
い
う
問

題
が
あ
り
、
な
か
な
か
一
筋
縄
に
は
行
か
な
い
。
た
だ
先
に
挙
げ
た
新
出
史
料
の
出
現
以
前
に
も
、
大
宝
令
の
篇
目
順
を
復
原
し
て

み
よ
う
と
い
う
試
み
が
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
に
吉
田
孝
氏
の
検
討
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
氏
は
『
令
集
解
』
賦
役
令
雑
催
候

大
宝
令
復
原
考
証
三
題
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古
記
が
引
く
大
宝
令
の
条
文
の
配
列
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
れ
が
大
宝
令
の
篇
目
順
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
の
で
あ

る
。
問
題
の
古
記
の
条
文
引
用
順
を
記
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

令
条
内
（
不
在
雑
徳
之
限
）

田
（
2
）
賦
役
（
3
）
軍
防
（
却
、
日
、

ω、
白
）

令
条
内
（
充
雑
揺
）

田
（
釘
）
賦
役
（
泊
、
制
）
医
疾
（
紅
、
幻
）

こ
れ
を
総
合
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

営
繕
（
8
、

9 

11 

12 

16 

捕
亡
（
1
、
2 

雑
（
ロ
）

営
繕
（
日
）

厩
牧
（
ロ
）

喪
葬
（
日
）

田

賦
役

軍
防
／
医
疾
営
繕
捕
亡
／
雑
／
厩
牧
／
喪
葬

こ
う
し
て
吉
田
氏
は
、
養
老
令
で
は
営
繕
令
が
第
二
十
番
目
、
医
疾
令
が
第
二
十
四
番
目
で
あ
る
の
に
対
し
、
大
宝
令
で
は
医
疾

令
の
方
が
先
に
来
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
『
唐
六
典
』
に
見
え
る
開
元
七
年
令
の
篇
目
順
と
も
合
致
し
て
い
る
と

い
う
重
要
な
指
摘
を
導
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
想
定
は
前
掲
の
断
片
的
史
料
を
総
合
し
て
導
か
れ
る
営
繕
（
十

七
）
関
市
（
十
八
）
医
疾
（
十
九
）
と
い
う
順
序
と
は
合
致
し
な
い
。
従
っ
て
「
古
本
令
私
記
断
簡
」
の
関
市
令
に
つ
い
て
の
注
釈

の
官
頭
の
数
字
は
令
の
篇
目
順
で
は
な
く
注
釈
書
の
巻
数
を
示
す
の
で
あ
り
、
「
古
本
令
私
記
断
簡
」
は
剛
定
令
な
い
し
唐
令
の
注
釈

書
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
積
極
的
な
根
拠
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た

次
に
記
す
よ
う
な
観
察
か
ら
す
れ
ば
疑
問
が
大
き
い
。
も
っ
と
も
問
題
の
令
私
記
が
大
宝
令
の
注
釈
書
で
あ
る
と
い
う
説
も
積
極
的

な
根
拠
に
恵
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
私
記
の
成
立
年
代
は
大
同
三
年
（
八

O
八
）
以
降
で

あ
り
、
書
風
か
ら
み
て
平
安
時
代
初
頭
（
九
世
紀
中
葉
以
前
）
を
降
ら
な
い
こ
と
、
注
釈
を
加
え
て
い
る
語
句
に
は
養
老
令
に
は
無

い
語
句
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
そ
の
語
句
の
中
に
は
日
本
令
の
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
も
の
（
軍
団
主
帳
）
が
有
る

一
方
で
、
い
か
に
も
唐
風
の
表
記
（
行
纏
）
も
あ
る
こ
と
、
全
体
と
し
て
養
老
令
の
語
句
よ
り
も
生
硬
で
不
適
切
な
語
句
が
多
い
こ



と
、
現
存
す
る
軍
防
・
営
繕
（
部
分
）
・
関
市
の
三
編
四
十
な
い
し
四
十
一
条
分
の
中
だ
け
で
養
老
令
と
異
な
る
字
句
を
用
い
て
い
る

条
文
が
十
一
条
も
あ
る
こ
と
と
い
っ
た
程
度
で
あ
る
。

こ
う
い
う
史
料
状
況
で
提
出
さ
れ
た
の
が
、
全
部
で
二
十
四
条
し
か
改
め
ら
れ
て
い
な
い
剛
定
令
と
考
え
る
よ
り
は
、
筆
写
の
時

期
が
降
る
と
は
い
え
大
宝
令
の
注
釈
書
と
み
る
の
が
穏
当
で
は
な
い
か
と
い
う
説
で
あ
り
、
も
し
も
こ
の
説
を
認
め
る
と
、
賦
役
令

雑
催
条
古
記
の
条
文
引
用
の
順
序
と
矛
盾
し
て
し
ま
う
こ
と
は
前
述
し
た
。
こ
う
い
う
次
第
で
大
宝
令
の
篇
目
順
を
復
原
す
る
作
業

は
現
在
暗
礁
に
乗
り
上
げ
て
い
る
観
が
あ
り
、
新
た
な
史
料
の
発
見
（
こ
れ
は
最
近
の
経
緯
か
ら
言
っ
て
期
待
で
き
な
い
わ
け
で
は

な
い
て
も
し
く
は
方
法
の
開
発
が
望
ま
れ
る
わ
妙
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
中
で
、
か
つ
て
井
上
光
貞
氏
の
提
起
し
た
方
法
に
つ
い
て

は
、
ま
だ
検
討
結
果
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
そ
の
結
果
を
報
告
し
て
お
こ
う
と
思
う
。

井
上
氏
は
古
記
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
考
察
を
め
ぐ
ら
す
過
程
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

古
記
は
田
令
国
王
事
条
に
「
死
王
事
、
謂
、
選
叙
令
巳
説
詑
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
果
し
て
令
の
篇
目
順
に
書
か
れ
て
い
た
の

か
（
そ
れ
と
も
大
宝
令
の
篇
目
順
が
唐
令
に
似
て
い
た
の
か
）
と
い
う
厄
介
な
問
題
も
ふ
く
め
て
考
え
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
に

も
せ
よ
、
（
下
略
）

こ
こ
で
の
氏
の
指
摘
は
、
古
記
が
出
来
上
が
る
ま
で
に
は
相
当
の
時
聞
が
必
要
で
あ
り
、
従
っ
て
古
記
の
成
立
時
点
を
あ
ま
り
に

短
く
限
定
す
る
の
は
疑
問
で
あ
る
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
主
張
の
当
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、

確
か
に
古
記
が
あ
る
語
句
の
注
釈
を
施
す
際
に
、
詳
し
く
は
既
に
別
の
と
こ
ろ
で
述
べ
て
お
い
た
と
す
る
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
直
接
的
に
は
古
記
が
注
釈
を
完
成
さ
せ
て
い
く
過
程
で
の
記
述
順
序
を
し
か
示
し
て
い
な
い
と
と
る
べ
き
で
あ

ろ
う
が
、
そ
の
記
述
が
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
大
宝
令
の
篇
目
順
に
規
制
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
井
上
氏
の
思
い
つ
き
は
、

検
討
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
下
は
そ
の
検
討
結
果
で
あ
る
（
篇
目
を
越
え
て
言
及
し
た
も
の
に
限
る
）
。

指
示
さ
れ
た
篇
目
・
条
文
（
先
に
記
述
）
指
示
の
あ
る
位
置
（
後
に
記
述
）

大
宝
令
復
原
考
証
三
題
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。

戸
令
（
制
／
1
）

回
令
（
制
／
5
）

選
叙
令
（
制
／
9
。
古
記
所
引
か
否
か
問
題
あ
り
）

継
嗣
令
（
悶
／
3
）

仮
寧
令
（
叩
／
3
）

仮
寧
令
（
蜘
／
4
）

右
の
デ
I
タ
だ
砂
で
考
え
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
篇
目
順
が
考
え
ら
れ
る
。

継
嗣

官
員
令

選
任
令

公
式
令

（
戸
令
）
分
財
条

喪
葬
令

賦
役
令

（
こ
官
員

（
二
）
公
式
↓
選
任
↓

（
三
）
喪
葬
／
賦
役
↓
仮
寧

（
こ
は
養
老
令
と
も
唐
令
と
も
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
（
三
）
に
従
っ
て
仮
寧
よ
り
も
喪
葬
の
ほ
う
が
先
だ
と
す
る
と
、
こ

れ
は
養
老
令
と
も
、
知
ら
れ
る
限
り
の
惰
・
唐
令
の
篇
目
順
と
も
逆
で
あ
る
。
（
一
一
）
に
至
つ
て
は
、
養
老
令
と
完
全
に
逆
転
し
て
お

り
、
ま
た
陪
・
唐
令
で
は
公
式
令
は
田
令
の
前
に
来
る
と
し
て
も
、
選
挙
令
を
公
式
令
の
前
に
置
く
と
い
う
例
は
見
い
だ
せ
な
い
。

た
だ
古
記
所
引
か
ど
う
か
か
な
り
疑
わ
し
い
公
式
令
と
選
任
令
と
の
前
後
関
係
を
除
き
、
田
令
よ
り
も
選
任
令
の
方
が
前
の
篇
目
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
点
に
限
れ
ば
、
こ
れ
は
陪
・
唐
の
令
に
合
致
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。

こ
う
い
っ
た
次
第
で
、
も
し
も
（
一
）

1
2己
が
大
宝
令
の
篇
目
願
を
反
映
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
養
老
令
と
比
較
す
る

と
、
か
な
り
特
異
な
篇
目
順
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
ま
た
こ
れ
は
、
先
に
記
し
て
お
い
た
吉
田
孝
氏
の
案
及
び
木
簡
と
「
吉

本
令
私
記
」
と
を
組
み
合
わ
せ
た
案
と
矛
盾
す
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
士
己
・
（
三
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

独
特
の
並
べ
方
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
こ
れ
は
単
に
古
記
の
注
釈
記
述
上
の
技
術
的
な
問
題
（
中
に
は
古
記
筆
録
時
の
問
題
関
心
が

戸

↓ 

田



な
せ
る
わ
ざ
も
考
慮
す
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
が
）
に
由
来
す
る
と
考
え
て
お
く
方
が
、
取
り
あ
え
ず
は
穏
当
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く

は
こ
う
い
う
作
業
を
し
て
み
た
人
は
井
上
氏
自
身
を
も
含
め
て
幾
人
か
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
検
討
結
果
の
報
告
が
で
て
い
な
い
の
は
、

右
に
述
べ
た
よ
う
な
次
第
で
、
は
か
ぽ
か
し
い
提
案
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
う
。

古
記
の
「
注
」
を
め
ぐ
っ
て

古
記
が
大
宝
令
文
に
注
釈
を
施
す
際
に
、
「
注
云
」
と
し
て
そ
の
直
後
に
文
章
を
引
く
場
合
と
、
単
に
「
注
」
と
し
て
そ
の
直
後
に

文
章
を
引
く
場
合
と
が
あ
る
。
こ
の
違
い
に
着
目
し
て
そ
の
違
い
の
意
味
を
推
測
し
た
の
が
嵐
義
人
氏
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
氏
は
、

古
記
が
「
注
云
」
と
し
て
引
く
の
は
大
宝
令
の
注
で
あ
り
、
「
注
」
と
し
て
引
く
の
は
受
講
用
テ
キ
ス
ト
か
明
法
家
伝
襲
の
テ
キ
ス
ト

に
付
さ
れ
た
注
記
に
過
ぎ
な
い
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
提
唱
し
た
。
本
節
で
は
こ
の
仮
説
の
当
否
に
つ
い
て
検
討
し

て
み
よ
う
。

先
ず
次
の
事
例
を
見
て
み
よ
う
。

禄
令
3
内
舎
人
条
古
記
（
師
／
3
）

古
記
云
。
問
。
注
、
其
位
主
典
以
上
者
、
准
少
判
官
。
若
為
。
答
。
依
文
与
少
主
典
同
位
者
、
可
准
少
判
官
之
禄
。
（
下
略
）

儀
制
令
お
内
外
官
人
条
古
記
（
加
／
1
）

古
記
云
。
（
中
略
）
問
。
（
中
略
）
答
。
（
中
略
）
何
者
、
案
禄
令
云
。
其
位
主
典
以
上
者
、
准
少
判
官
。
以
外
並
准
大
主
典

故。

こ
れ
を
見
る
と
、
後
者
の
古
記
は
、
前
者
の
古
記
が
「
注
」
と
し
て
引
い
て
い
る
文
章
を
、
禄
令
の
法
文
と
し
て
引
用
し
て
い
る

こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
ち
な
み
に
養
老
令
で
は
其
位
主
典
以
上
云
々
は
本
注
で
あ
る
。
ま
た
次
の
よ
う
な
事
例
も
あ
る
。

選
叙
令
訂
国
博
士
条
古
記
（
別
／
9
）

大
宝
令
復
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証
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古
記
云
。
注
、
考
限
叙
法
及
准
折
、
並
同
主
政
等
。
謂
（
下
略
）

同
穴
記
（
刷
／
1
）

穴
云
。
（
中
略
）
依
古
令
考
限
叙
法
同
主
政
之
文
、
於
令
不
給
職
田
也
。

穴
記
が
大
宝
令
そ
の
も
の
を
見
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
古
記
か
ら
そ
う
判
断
し
た
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
と
は
言
え
な
い
が
、
穴

記
が
考
限
云
々
を
古
令
（
大
宝
令
）
の
条
文
と
見
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
の
古
記
の
「
注
」
も
令
文
で
あ
っ

た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
ち
な
み
に
養
老
令
で
は
考
限
叙
法
云
々
は
多
少
字
句
を
変
え
て
本
注
と
し
て
い
る
。

同
様
の
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

考
課
令
1
内
外
官
条
古
記
（
刷
／
1
）

古
記
云
。
注
、
若
本
司
考
詑
以
後
太
政
官
未
考
以
前
。
若
為
其
義
。
答
。
本
司
、
謂
、
中
務
省
・
衛
府
等
。
考
後
、
謂
、
八

月
一
日
以
来
。
太
政
官
未
考
以
前
、
謂
、
（
下
略
）

同
穴
記
（
抑
／
1
）

穴
云
。
（
中
略
）
古
令
改
太
政
官
為
省
、
案
知
耳
。

穴
記
は
や
や
日
本
漢
文
的
な
表
記
を
し
て
い
る
が
、
大
宝
令
の
「
太
政
官
」
と
い
う
語
を
養
老
令
で
は
「
省
」
に
改
め
た
と
述
べ

て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
「
太
政
官
」
は
、
養
老
令
文
か
ら
見
て
右
に
掲
げ
た
古
記
が
「
注
」
と
し

て
引
い
て
い
る
若
本
司
云
々
の
中
の
「
太
政
官
」
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
こ
こ
で
も
古
記
が
「
注
」
と
し
て

引
い
て
い
る
文
章
を
穴
記
は
大
宝
令
文
と
み
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

更
に
禄
令
1
給
季
禄
条
古
記
（
制
／
1
）
は
、

古
記
云
。
問
。
注
、
雄
満
限
日
若
有
中
下
状
。
未
知
若
為
。
（
下
略
）

と
記
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
「
注
」
以
下
に
あ
る
文
章
に
つ
い
て
、
禄
令
5
応
給
禄
条
の
令
釈
（
即
／
5
）
は
、



（
上
略
）
何
者
、
前
令
有
初
条
注
雄
満
限
日
有
中
下
状
不
在
絵
例
之
文
。
此
令
既
除
故
也
。

と
、
問
題
の
文
章
が
大
宝
令
に
は
有
っ
た
が
、
養
老
令
で
は
削
除
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
令
釈
は
明
ら
か
に
古
記
が
「
注
」
と
し

て
引
い
た
文
章
を
令
文
の
本
注
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
も
そ
も
古
記
が
「
注
云
」
と
「
注
」
と
を
区
別
し
て
お
り
、
両
者
の
素
性
が
嵐
説
の
よ
う
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、

次
の
よ
う
な
事
例
を
説
明
し
に
く
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

考
課
令
1
内
外
官
条
古
記
（
悶
／
3
）

古
記
云
。
問
。
上
文
云
。
具
録
一
年
功
過
行
能
也
。
何
更
煩
称
考
後
功
過
並
入
来
年
哉
。
答
。
注
云
。
准
状
合
解
及
鹿
降
者

（
中
略
）
亦
准
此
。
注
設
此
文
。
不
至
升
降
者
入
来
年
。
為
此
麓
注
相
対
丁
寧
明
耳
。

こ
こ
の
古
記
が
「
注
」
と
し
て
認
識
し
て
い
る
の
は
、
直
前
に
「
注
云
」
と
し
て
引
用
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
法
文
と
し
て
の
注
と
単
な
る
テ
キ
ス
ト
へ
の
注
記
と
は
、
法
律
と
し
て
の
効
力
に
格
段
の
差
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
両
者

を
「
注
云
」
と
「
注
」
と
で
弁
別
す
る
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
紛
ら
わ
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
特
に
「
注
」
と
い
う
の
は

右
の
例
の
よ
う
に
明
ら
か
に
本
文
に
対
し
て
本
注
を
指
す
場
合
に
も
用
い
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
尚
更
で
あ
る
。
元
来
令
文
に
付
せ
ら

れ
て
い
た
注
を
指
し
て
た
だ
「
注
」
と
し
て
い
る
例
と
し
て
は
、
直
後
に
記
し
て
あ
る
の
が
「
注
」
の
内
容
そ
の
も
の
で
あ
る
わ
げ

で
は
な
い
が
、
次
の
例
も
参
考
に
な
ろ
う
。

戸
令
3
置
坊
長
条
古
記
（
加
／
6
）

古
記
云
。
問
。
令
一
人
職
掌
注
、
兼
長
一
人
以
不
。
答
。
長
・
令
共
按
検
也
。

こ
こ
で
言
う
「
職
掌
注
」
と
は
、
養
老
令
条
文
「
凡
京
毎
坊
置
長
一
人
。
四
坊
置
令
一
人
」
の
本
注
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
「
掌
。

検
校
戸
口
、
督
察
姦
非
、
催
駆
賦
稽
」
に
相
当
す
る
大
宝
令
の
本
注
「
（
掌
）
按
検
（
戸
口
こ
以
下
を
指
す
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
こ
の
「
注
」
が
テ
キ
ス
ト
に
付
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
令
文
の
本
注
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
令
文
そ
の
も
の
に
は
職
掌
規

大
宝
令
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証
三
題



大
宝
令
復
原
考
証
三
題

四

定
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
奇
妙
な
事
態
に
陥
る
。
こ
の
点
は
、
嵐
氏
も
主
計
頭
の
職
掌
を
規
定
す
る
注
文
を
指
す
と
し
て
い

る
職
員
令

n主
計
寮
条
古
記
（
Mm
／
5
）、

古
記
云
。
頭
注
云
。
計
納
調
租
財
貨
也
。

の
計
納
云
々
と
同
様
な
の
で
あ
り
、
先
の
「
注
」
と
こ
の
「
注
云
」
は
、
と
も
に
大
宝
令
に
元
来
存
在
し
て
い
た
注
文
を
指
す
と
解

さ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
古
記
が
「
注
云
」
と
し
て
引
い
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
単
に
「
注
」
と
し
て
引
い
て

い
る
字
句
・
文
章
の
中
に
も
、
明
ら
か
に
元
来
の
大
宝
令
文
に
付
さ
れ
て
い
た
注
（
本
注
）
が
存
在
す
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
後
宮
職
員
令
4
内
侍
司
条
古
記
（

m／
5
）
の
、

古
記
云
。
典
侍
注
請
伝
之
字
若
為
。
答
。
奏
宣
小
事
、
謂
之
請
伝
耳
。

と
あ
る
、
そ
の
「
注
」
が
、
同
令
5
蔵
司
条
古
記
（

m／
1
）
に
、

古
記
云
。
関
契
、
官
員
令
大
国
注
云
。
三
関
国
又
掌
関
劃
木
契
事
（
下
略
）

あ
る
い
は
職
員
令
幻
民
部
省
条
古
記
（
倒
／
l
）
に
、

古
記
云
。
卿
注
云
、
計
料
国
用
及
勾
用
度
。
謂
（
下
略
）

と
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
の
「
注
云
」
と
異
な
る
次
元
の
も
の
で
あ
る
と
は
、
到
底
考
え
が
た
い
。

以
上
具
体
的
な
挙
例
を
以
て
嵐
説
の
不
自
然
さ
を
述
べ
て
み
た
。
そ
も
そ
も
古
記
が
単
に
「
注
」
と
し
て
引
い
て
い
る
文
章
・
字

句
は
、
養
老
令
で
は
そ
の
ま
ま
若
し
く
は
殆
ど
そ
の
ま
ま
本
注
に
な
っ
て
い
る
例
が
圧
倒
的
で
あ
り
（
先
ほ
ど
挙
げ
た
例
以
外
に
戸

令
指
官
奴
稗
条
、
知
／
6
。
田
令
4
位
田
条
、
制
／
9
0
田
令
6
功
田
条
、
知
／
5
。
田
令
部
置
官
田
条
、
抑
／
3
0
賦
役
令
犯
仕

丁
条
、
制
／
3
。
考
課
令
却
弾
正
之
最
条
、
耐
／
9
。
禄
令
1
給
季
禄
条
、
師
／
4
0
禄
令
叩
食
封
条
、
刷
／
6
。
禄
令
日
皇
親
条
、

制
／
6
。
公
式
令
ロ
移
式
条
、
加
／
9
。
公
式
令
四
計
会
式
条
、
即
／
7
。
公
式
令
加
京
官
出
使
条
、
抑
／
5
）
、
ま
た
そ
う
で
な
い

場
合
も
大
宝
令
で
は
本
注
に
そ
う
い
う
規
定
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
て
特
に
問
題
に
な
る
例
は
存
在
し
な
い
と
思
う
（
賦
役
令
M
丁



匠
赴
役
条
、
倒
／
5
。
喪
葬
令
8
親
王
一
品
条
、
蜘
／
9
）
。
嵐
氏
が
挙
げ
た
戸
令
日
為
戸
条
古
記
（

m／
7
）
の
「
注
、
堪
為
別

戸
」
、
戸
令
お
応
分
条
古
記
（
肌
／
2
）
の
「
注
、
其
奴
稗
等
、
嫡
子
随
状
分
者
聴
」
、
学
令
日
通
二
経
条
古
記
（
制
／
8
）
の
「
注
、

年
廿
五
以
下
」
、
公
式
令
制
天
子
神
璽
条
古
記
（
即
／
4
）
の
「
注
、
過
所
符
者
、
随
使
用
竹
木
」
は
、
確
か
に
養
老
令
で
は
本
注
と

し
て
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
、
も
と
も
と
暖
昧
で
あ
ま
り
意
味
の
な
い
規
定
で
あ
っ
た
り
、
大
宝
令
文
を
養
老
令
で

大
き
く
変
更
し
た
り
、
他
の
条
文
か
ら
導
き
出
せ
る
不
必
要
な
規
定
で
あ
っ
た
り
し
た
た
め
に
、
養
老
度
の
改
訂
に
当
た
っ
て
削
除

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
方
向
で
考
え
る
方
が
穏
当
の
よ
う
に
思
う
。

嵐
氏
は
、
学
令
5
経
周
易
尚
書
条
古
記
（
削
／
8
）
に
、

古
記
云
。
問
。
注
文
選
・
爾
雅
亦
読
。
未
知
。
必
令
読
以
不
。
答
。
任
意
耳
。
不
必
令
読
。

と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
注
に
明
記
し
て
あ
る
文
言
を
引
き
な
が
ら
「
必
ズ
読
マ
シ
ム
ヤ
否
ヤ
」
と
尋
ね
る
「
問
」
も
変
で
あ
る

し
、
「
任
意
ノ
ミ
」
と
す
る
「
答
」
も
妙
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
先
に
掲
げ
た
仮
説
を
提
唱
す
る
。
し
か
し
こ
の
問
答
は
、
さ
ほ
ど
に

不
自
然
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
大
宝
令
の
注
と
し
て
「
文
選
・
爾
雅
亦
読
」
と
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
規
定
に
は
ど
の
程
度
の
強
制

力
を
持
た
さ
れ
る
の
か
、
具
体
的
に
は
大
学
寮
に
お
砂
る
試
験
は
ど
う
組
ま
れ
、
合
否
の
規
準
に
は
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ま
れ
て
い

く
の
か
、
と
い
っ
た
様
々
な
疑
問
が
出
て
く
る
筈
で
あ
る
。
従
っ
て
令
の
注
に
「
読
め
」
と
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
関
連
の
規
定
が

整
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
何
を
以
て
「
読
」
ん
だ
と
認
定
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
す
ら
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
古
記
は
発
問
し

て
「
文
選
と
爾
雅
は
必
読
文
献
な
の
か
」
と
し
、
必
読
文
献
で
は
な
い
と
自
答
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
試
験
方
法
そ
の
他
の
関
連
問

題
へ
の
波
及
を
断
ち
切
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
養
老
令
で
は
進
士
科
の
試
験
に
は
文
選
・
爾
雅
が
課
さ
れ
て
い
る
（
選
叙
令
却
秀
才

進
士
条
、
考
課
令

η
進
士
条
）
が
、
そ
れ
は
進
士
科
の
受
験
生
の
み
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
規
定
に
す
ぎ
な
い
。
先
掲
の
よ
う
な
規

定
は
、
結
局
大
部
分
の
学
生
に
と
っ
て
は
「
読
む
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
み
で
あ
る
か
ら
、
令
文
に
明

記
す
る
ま
で
も
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
見
が
当
然
出
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
そ
う
し
た
見
地
に
た
っ
て
、
養
老
令
で

大
宝
令
復
原
考
証
三
題

五
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は
問
題
の
注
を
削
除
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
て
、
問
題
な
く
経
緯
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

『
唐
令
拾
遺
補
』
で
は
、
大
宝
令
で
注
文
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
限
り
そ
の
こ
と
を
示
す
べ
く
努
め
た
が
、
そ
の
際
古
記
が

「
注
」
と
し
て
引
く
も
の
も
「
注
云
」
と
し
て
引
く
も
の
も
、
共
に
大
宝
令
に
元
来
存
し
て
い
た
注
文
と
見
な
し
て
処
理
し
て
お
い

た
。
乙
れ
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
嵐
説
に
は
無
理
が
大
き
く
、
古
記
の
引
く
「
注
」
も
「
注
云
」
も
、
共
に
大
宝
令
の
本

注
と
見
な
し
て
何
ら
問
題
な
い
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。

お
わ
り
に

い
ず
れ
も
『
唐
令
拾
遺
補
』
第
三
部
に
お
け
る
大
宝
令
の
復
原
に
当
た
っ
て
、
詰
め
て
お
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
、
な
い
し
詰
め
て
お
き
た
か
っ
た
問
題
に
つ
い
て
の
、
現
時
点
で
の
個
人
的
見
解
で
あ
る
。
よ
り
完
成
度
の
高
い
大
宝
令

復
原
を
目
指
し
て
い
く
た
め
に
も
、
博
雅
の
示
教
を
切
望
す
る
次
第
で
あ
る
。

こ
こ
で
記
し
た
こ
と
は
、

【注】
（1
）
早
川
庄
八
「
選
任
令
・
選
叙
令
と
郡
領
の
『
試
練
』
」
（
『
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
。
初
発
表
一
九
八
四
年
）
、

向
「
飛
鳥
浄
御
原
『
官
員
令
』
私
考
」
（
青
木
和
夫
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
古
代
の
政
治
と
文
化
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）
な
ど
。

（2
）
砂
川
和
義
他
「
大
宝
令
復
原
研
究
の
現
段
階
（
一
）
」
（
『
法
制
史
研
究
』
三

O
号
、
一
九
八

O
年
）
一
八
九
1
一
九
一
頁
、
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
補
注
五
二
七

1
五
二
八
頁
。

（3
）
田
中
稔
・
狩
野
久
「
唐
招
提
寺
所
蔵
古
本
令
私
記
並
び
に
音
義
断
簡
に
つ
い
て
」
（
『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報
』
一
九
七
二
年
）
、
狩
野
久
「
唐

招
提
寺
所
蔵
古
本
令
私
記
断
簡
補
遺
」
（
『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報
』
一
九
七
三
年
三
の
ち
前
者
の
狩
野
氏
執
筆
部
分
と
後
者
を
併
せ
て
「
古
本

令
私
記
断
簡
」
と
し
、
狩
野
久
『
日
本
古
代
の
国
家
と
都
城
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
O
年
）
所
収
。

（4
）
平
城
宮
木
簡
二
九
二
五
号
。
『
平
城
宮
木
簡
』
三
、
一
九
八

O
年
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
。



（5
）
大
町
健
「
律
令
制
的
外
位
制
の
特
賓
と
展
開
」
（
『
日
本
古
代
の
国
家
と
在
地
首
長
制
』
所
収
、
校
倉
書
房
、
一
九
八
六
年
。
初
発
表
一
九
八
三
年
）

一二

O
頁
、
丸
山
裕
美
子
「
養
老
医
疾
令
合
和
御
薬
条
復
原
の
再
検
討
」
（
『
日
本
歴
史
』
四
五
六
号
、
一
九
八
六
年
）
二
八
1
九
頁
。

（6
）
石
上
英
一
『
日
本
古
代
史
料
学
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）
第
一
章
史
料
体
論
（
初
発
表
一
九
八
八
年
）
四
ニ
頁
。

（7
）
榎
本
淳
一
「
養
老
律
令
試
論
」
（
笹
山
晴
生
先
生
還
暦
記
今
ω会
編
『
日
本
律
令
制
論
集
』
上
巻
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
）
二
七
六

1
七、

ニ
九
一
頁
。
な
お
榎
本
氏
は
、
家
令
職
員
令
に
相
当
す
る
部
分
が
大
宝
令
に
は
無
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
、
と
す
る
。

（8
）
神
亀
五
年
格
に
見
え
る
官
位
令
（
官
員
令
）
の
写
本
系
統
上
の
評
価
、
及
び
集
解
古
記
に
見
え
る
官
位
令
・
官
員
令
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
六
年
七

月
七
日
に
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
で
関
か
れ
た
池
田
温
氏
の
主
宰
す
る
研
究
会
に
お
け
る
古
瀬
奈
津
子
氏
の
報
告
「
大
宝
官
員
令
の
復
原
を
め
ぐ

っ
て
」
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
特
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

（9
）
大
町
健
前
掲
論
文
一
一
一

O
頁
、
榎
本
淳
一
前
掲
論
文
二
九
一
頁
。

（
叩
）
吉
田
孝
「
律
令
に
お
け
る
雑
径
の
規
定
と
そ
の
解
釈
」
（
坂
本
太
郎
博
士
還
暦
記
今
川
会
編
『
日
本
古
代
史
論
集
』
下
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
）

二
三
三
頁
。

（
日
）
嵐
義
人
「
最
近
発
見
の
令
私
記
断
簡
に
つ
い
て
」
（
『
皇
撃
館
論
叢
』
六
巻
四
号
、
一
九
七
三
年
）
は
養
老
令
な
い
し
制
定
令
の
注
釈
書
説
を
、
同
「
唐

令
釈
文
と
し
て
の
唐
招
提
寺
蔵
『
令
私
記
』
断
簡
」
（
『
図
書
逸
文
研
究
』
ニ

O
号
、
一
九
八
七
年
）
は
唐
令
に
関
す
る
日
本
の
注
釈
書
説
を
提
唱
し
て

い
る
。

（
ロ
）
以
上
、
主
に
狩
野
久
注
（
3
）
論
文
に
よ
る
。

（
日
）
井
上
光
貞
「
日
本
律
令
の
成
立
と
そ
の
注
釈
書
」
（
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
七
八
O
頁。

（M
）
嵐
義
人
「
令
集
解
古
記
に
於
げ
る
『
注
』
」
（
「
園
撃
院
大
撃
日
本
文
化
研
究
所
報
』
第
一
三
巻
第
四
号
、
通
巻
第
七
三
号
、
一
九
七
六
年
）
八

1
一
O

頁
、
同
「
大
宝
・
養
老
律
令
の
原
形
に
つ
い
て
」
（
瀧
川
博
士
米
寿
記
念
会
編
『
律
令
制
の
諸
問
題
』
所
収
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
四
年
）
二

0
1二
四

頁。
大
宝
令
復
原
考
証
三
題
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